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教科としての目標達成を目指す家庭科評価研究 (第 1報)

- 平成20年版学習指導要領に示された学校教育の理念と家庭科の位置づけ･問題点一

佐藤 囲 河原 浩子* 平田美智子* ･ 小橋 和子** ･ 原田 省吾**

本報は,平成18年10月に ｢高等学校必修科目末履修問題｣をもたらした平成10年版学習

指導要領に示された教育理念が,平成20年3月末に告示された新学習指導要領でどのように

捉えなおされ,その中に家庭科がどのように位置づけられたのか｡さらに,家庭科が学校教

育の目的達成のために寄与するためには,どのような課題が存在するのか,という観点から,

文部科学省の新学習指導要領関係の資料を分析した｡その結果,(主)新学習指導要領では,辛

成10年版学習指導要領の教育理念 [生きる力]を踏襲して教育課程 ･内容の改訂が岡られて

いた｡その中に,(i)小 ･中学校の家庭科は,従前通り ｢教科｣として位置づけられ,(ぎ)[生

きる力]を構成する ｢豊かな人間性｣｢健やかな体｣をはぐくむための教科 として,家庭科

学習指導要領の目標 ･内容が示されていた.しかし,(彰中学校家庭科では,保育学習と被服

学習の臼的を学ぶ内容が欠落しているため,⑤教科として目指すべき他教科では代替できな

い ｢家庭生活を営む力の育成｣と ｢人格形成｣が達成できないという問題が論理的に明らか

になったOその課題を解決するため,本継続研究では,岡山大学附属中学校で取 り組まれて

いる保育学習と被服学習の目的を学ぶための授業開発研究を踏襲し,その学習がどのように

f人格形成｣に結びつくのかを心理測定尺度の適用により検討する評価研究を試みる｡
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l 問題の所在一教育改革がもたらした学校教育の

現実と家庭科-

1.平成10年版学習指導要領の理念

周知のように,平成10年版学習指導要領は,平

成 8年 7月の中央教育審議会答申 ｢21世紀を展望

した我が国の教育の在り方｣を踏まえ,｢変化の激

しい社会を担う子どもたちに必要な力は,基礎 ･基

本を確実に身に付け,いかに社会が変化 しようと,

自ら課題を見つけ,自ら学び,自ら考え,主体的に

判断し,行動し,よりよく問題を解決する資質や能

力,自らを律しつつ,他人とともに協調し,他人を

思いやる心や感動する心などの豊かな人間性,たく

ましく生きるための健康や体力などの 『生きる力』

であるとの理念に立脚 している｡この 『生きる力』

は.自己U-)人格を磨き.昏かな人生を送る上でも不

吋欠である｡｣ 1)として,〔ゆとり〕の中で 〔生きる

JJ｣の育成を基本とし,子ども一人ひとりに ｢確か

な学力｣｢豊かな人間性｣｢健やかな体｣を育むため

の教育改革が目指され,′｣､･中学校では平成14年

度から,高等学校では平成15年度から,完全実施

された｡

2.高等学校必修科目未履修問題

しかし,平成18年10月,世間を揺るがす高等学

校必修科目末履修問題が持ち上がったCそれは,岡

山県でも例外ではなかったし

岡山県知事部局総務学事課と岡山県教育委員会指

導課がそれぞれ,平成18年12月12日と10月26日

に公表した県下の高等学校必修科目末履修の実態を

まとめると,表 1になる0 2日 '
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表 1 岡山県 高等学校における末履修教科 ･科 目と生徒数

教 科 地理歴史 公 民 理科 情報 保健体育 芸術 家庭 総A⊂】 対象

世 世 日 日 地 地 覗 倫理 政 理 物 情 情 煤健 ■ト●一つ= 莱罪史 罪史 本史 本史 理 理 代社 ごム′日経 料樵A∩ 理 鶴 鶴 術 庭塞 早 坐徒A B A B A B A'=i 演 B Ⅰ A C 礎 習 敬

合計学科数 3年 10 4 5 4 2 2 2 2 1 3 0 2 3 4 3 6 20.22781079合計学科数 2年 3 4 2 2 1 2 1 1 0 4 0 1 2 2 2 3

合計学科数 1年 0 2 00 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 0 284

岡山県では, 7教科 16科 目と r総合的な学習の

時 間｣ の末履修が確認 され,対象生徒 数 は延へ

3,641人に及んでいた｡その中には,家庭科必修科

目 ｢家庭総合｣ も含まれてお り,未履修対象生徒数

は, 3年生 550名, 2年生 204名, 1年生 195名,

計949名であった｡

この問題に直面 し,私達は,家庭科に携わる者と

して ｢未履修は許されない｣ という憤 りを覚えた｡

しか し,同時に中学生 ･高校生の母親である平田 ･

河原は,｢で も.受験 を控えたこの時期に,子 ども

の負担は少ない方が-｣ という相反する思いも持リ

た｡そして ｢なぜ,このような本来は起 きてはなら

ない問題が生 じてしまったのだろう｣ という疑問を

抱かずにはいられなかった｡

これに対 し,北 日本新聞社編集局が出版 した末履

修問題をテーマとした 『瞳みつめて』 4)では,高等

学校の教諭 ･管理職,教育委員会,保護者,生徒か

ら取材を行い,その分析 を通 して,末履修問題が生

じた原因を解明 しようとしている｡

それを読むと,根幹にあるのは r進学実績重視の

風潮｣であ り,その上に,平成 10年版学習指導要

領が目指 した ｢学校週 5日制 とゆとり教育｣により,

｢受験教科にあてる時間の減少｣ と ｢入試科 目と学

習指導要領とのギャップ｣が重なり,未履修問題が

生み出されたと考えることができる｡

一体,このような末履修問題を隼.んだ 邑ゆとりl

の中で 〔生 きる力､1の育成を基本とした教育改革と

は何だったのだろうか｡

3.本報の目的と方法

この未履修問題 と時期を同じくして,次期学習指

導要領改訂に向けて,教育の検討が始まった｡平成

20年 1月には,中央教育審議 会答申 ｢幼稚園,小

学校,中学校,高等学校.及び特別支援学校の学習

指導要領の改善についてj(以下,｢中教審答申｣ と

称す)が提出されたOその後,2月に ｢中教審答申｣

の方針に基づ く小学校 ･中学校の『学習指導要領案』

が公表 され,全国からパブリックコメントが募集さ

れたOそれ らを反映 しなが ら,3月下旬に 『小学校

学習指導要領』J)『中学校学習指導要領』 6) (以下,

｢新指導要領｣ と称す)が公示された｡

｢新指導要領｣に示 された学校教育では,未履修

問題を生んだ平成 10年版学習指導要領に基づ く教

育をどのように捉え,どのような理念に基づ き新た

な学校教育を構想 しているのか｡ また,その中に,

｢家庭科 ｣はどう位置づけられ,どのような目標 ･

内容が指導要領に示されたのか｡ さらに,家庭科が

-教科 として,学校教育の目的達成に寄与 してい く

ためには,そこにどのような課題が存在 しているの

か｡本報では,以上の問題を,一連の文部科学省の

｢新指導要領｣関係の資料から検討 してみたい｡

JI.平成20年版学習指導要領に示 された学校教育

の構想

1.子 どもたちの現状 と課題

｢中教審答申｣では,各種調査結果に基づき,｢子

どもたちの現状 と課題｣｢その課題の背景 ･原因｣
を分析 している｡

(1)子 どもたちの学力と学習の課題

｢7-ともたちの学力 と学習状況｣に関 しては,汰

の二つの課題を指摘 している｡

･-各種調査の結果からは,展礎的･巷本的な知識 ･技能

の習得については,個別には課題のある事項もあるもの

の,全体としては一定の成果が認められる,しかし,忠

考JJ･判断力 ･表現力等を問う読解力や記述式の問題に

課鞄がある｡これらのノJは現行学習指導要領が重視し,
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子どもたちが社会において必要とされる力であることか

ら,大きな課題であると言わざるを得ない｡ 7'

-全国学力 ･学習状況調査では トビもたちの学習意欲

や学習習慣 ･生活習慣の状況についても併せて調査を

行い,これらと正答率との相関関係について分析して

いる｡その結果,家で学校の宿題をする,家の人と学

校での出来事について話をする,朝食を毎EL食べる,

学校に行く前に持ち物を確認する,学校のきまり･規

則を守っている,と回答した子どもの方が正答率が高

い傾向が見られた｡このように,基本的な学習習慣や

生活習慣の確立と正答率には-一定の相関関係があるこ

とがうかがえる｡

また,読書が好き,人の気持ちが分かる人剛になり

たいと考えている子どもの方が,止答率が高い傾向に

あった｡8'

(2)子 どもの心 と体の課題

｢子 どもの心 と体 の状況｣ に関 しては,次の三つ

の課題 を指摘 している｡

いわゆる小 1プロブレムや学級崩壊などにみられる

ような自制心や規範意識の希薄化,生活習慣の確立が

不十分であることや問題行動等,いじめやいじめによ

る子どもの自殺,体力の低下など,-[･どもたちの心と

体の状況にも課題は少なくない｡

また,自分に自信があるIf･どもが伺際的に見て少ないO

学習や将来の生活に対して無気力であったり,不安を感

じたりしている子どもが増加するとともに,友達や仲間

のことで悩む子どもが増えるなど,人間関係の形成が困

難かつ不得手になっているとの指摘もある｡附

子どもの心身の発達については,社会環境や生活様

式の変化が,様々な影響を与えている｡体力 ･運動能

力調査の結果など,子どもたちの体力水準が全体とし

て低下していることがうかがえるとともに,積極的に

運動する子どもとそうでない ㌢どもに分散が拡大して

いるとの指摘がある.HD

このように,子どもたちをめぐる環境の変化なと~を

背景に,学習意欲と同様に,生活習慣や自分への自信,

体力などについても,個人差が広がっているなどの課

題がある｡ 川

(3)子 ともたちの現状 と課題

以 ヒを まとめ,｢中教審答 申｣ では,わが 国の子

どもた ちの現状 をみ た場 合,評価 すべ き点 も少 な

力｣ と して重視 して きた思考力 ･判 断力 ･表現力

等 ,学習 意 欲 や,｢豊か な人 間性｣｢健 や か な体 ｣

と して 目指 して きた学習習慣 ･生活習慣 , 自分へ

の 自信 や 自 らの将来 につ いての関心 ,体 力,人間

関係 の形成 な どに課題があ り,｢基 本的 な生活習慣

の確 立｣ と ｢学 力｣ には一定 の相 関関係が あ る と

分析 してい る｡

(4)課題の背景 ･原因一社会 ･家庭 ･地域の変化-

更に, これ らの現状 を生み出 した背景 ･原因 とし

て,次の 3点の社会 ･家庭 ･地域の変化 を指摘 して

いる,,

しかしながら,豊かな時代を迎えるとともに,核家

族化や都市化の進行といった社会やライフスタイルの

変容を背景に,家庭や地域の教育力が低下していると

指摘されている｡実際に,生活習慣の確立が不十分,

親や教師以外の地域の大人や異年齢の了･ともたちとの

交流の場や自然体験の経験の減少などが生 じている｡

また,内閣府の調度でも,保護者自身が,子育てや教

育の問題点として,第 一に ｢家庭でのしつけや教育が

不十分であること｣をあげている｡12'

･･･チビもたちの学習意欲や生活習慣,自分への自信,

体力などについて個人差が広がっているとの指摘の背

景には,家庭をはじめ子どもたちを取 り巻く環境の在

り方が影響を及ぼしていると考えられる｡J3'

さらに,非L:.規雇用者が増加するといった雇用環境

の変化の ･方で,18歳人目の減少に伴う ｢大学全人時

代｣が到来する中で,子どもたちが将来に不安を感じ

たり,学校での学習に自分の将来との関係で意義を見

いだせずにいたりして,学習意欲が低下し,学習習慣

が確立しないといった状況が見られる｡このような,壁

化についての認識は保護者の意識調査にも現れている｡

このことも,自らの知識 ･技能を活用して,未知の問

題や課題についてねぼり強く考え,表現しようといJJ

姿勢が子どもたちに乏しいとの国際学力調査の一国に

もなっている｡

また,将来の備えよりも今を楽しむ社会風潮もこれ

らの状況を助長している｡ J4)

2.これか らの学校教育の理念

｢中教審答 申｣ では,以上 の子 どもたちの現状 と

課題,そ してそれ らを生み出 した社会 ･家族 ･地域

の変化か ら,平成 18年 12月に約 60年ぶ りに改正 さ

れた教育基本法 と学校教育法の規定 を踏 まえ,学習

指導要領改訂 の基 本的な考 え方 を示 した｡ それは,

文部科学省か ら配布 された リー フレッ ト ｢学習指導
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要領がかわります｣ 15'の中に,以下のように説明さ

れている｡

｢生きる力｣をはぐくむという理念はこれまでも,

これからも大切16)

｢生きる力｣とは ?知 ･徳 ･体のバランスのとれた

力変化の激しいこれからの社会を生きるために,碑か

な学力,豊かな人間惟,健康 ･体力の知 ･徳 ･体をバ

ランスよく育てることが大切です

これまでの学習指導要領でも,子どもたちの ｢生き

る力｣をはぐくむことを目指してきました∩これから

も ｢生きる力｣をはぐくむという珊念はかわりません I･'

新しい学習指導安部では,学校で ナビもたちの l作.き

る力｣をよりいっそうはぐくむことを耶旨します1い

平成 10年版学習指導要領が 目指 した教育理念

｢生きる力｣は間違っておらず,むしろ変化の激し

いこれからの社会を考えるとますます重要になって

くる｡平成10年版学習指導要領では,その理念を

達成する内容や方法に問題があったとして,次のよ

うな ｢今回の改訂のポイント｣を示している｡

教育基本法の改正等で明確になった教育理念を跨まえ

て教育内容を見直します

学力の重要な3つの要素を育成します

道徳教育や体育などの充実により,豊かな心や健やか

な体を育成します】n

以上を文部科学省教育課程部会配布資料2-りを参

考にまとめると表2になるO

3.新しい学習指導要領の具体的な改善内容

さらに,表2の理念を受け,文部科学省の ｢リー

フレソト｣では,｢Fゆとり｣か 『詰め込み』かでは

なく,基礎的な知識技能の習得と思考力 ･判断力 ･

表現力の育成の両方が大事です-それぞれの力をバ

ランスよくのばしていくために,教科等の搾業時数

を増加 し,教育内容を改善 します｣として,次の

｢新指導要領｣の具体的な改善内容を示している∩

(1)授業時数の増加

1)小学校

○国語 ･社会 ･算数 ･理科 ･体育の授業時間を6

年間で約 1割増加

○週当たりの授実時数を 1･2年生で週 2時間,

3-6年生で過1時間増加

2)中学校

○国語 ･社会 ･数学 ･理科 ･保健体育 ･外国語の

授業時数を3年間で約 1割増加

○過当たりの授業時数を各学年で週 1時間増加

3)授業時数の増加は,｢詰め込み教育｣への転換で

はなく,主に次の学習を充実するために行う

(丑つまず きやすい内界の碓:Rな習得を図るための

繰 り返 し学習

②知識 ･技能を活用する学習 (観察 ･実験やしポ

ー ト作成,論述など)

(2)具体的な改善内容

1)言語の力をはぐくむ

2)理数の力をはぐくむ

○‡‡数 ･数学,鞭科の授業時数を増加 し,観察 ･

実験や反復学習などを充実

○国際的に適用するカリキュラムにするなどの観

点から､数える内容を充実

3)外国語教育の充実

(つ小学校 5･6年隼で,英語を中心とした ｢外国

語活動｣を導入

(JLP学校では聞く･点す ･.読む ･書 く力を総合的

に育成する

4)伝統や文化に関する教育の充実

5)新しい時代に対応した教育の充実

(二)環境境域 :持続叶能な社会をつくることの重要

作

⊂)家族と家庭に関する教育 :家庭生活の大切さ

し)食育 :望ましい食習慣の形成

亡)消部署教育 :消粥者の基本的な権利と責任につ

いての理解

(二)情報教育 :情報の隅用,情報モラ)i,

(二)特別支援教育 : ･人 一人の障害の状態に応 じた

指導の工人

6)規範意識や他人を思いやる心をはぐくむ

7)健やかな体を育てる

8)総合的な学習の時間は,｢生きる力｣をはぐくむ

ために引き続き重要

9)学校過 5日制は継続する2日

これらの観点から改善された ｢新指導要領｣は,

平成21年度からの先行実施を経て,小学校では平

成23年度,中学校では平成24年度から全面実施さ

れる｡lZ?I

日.平成20年版学習指導要領に示された学校教育

における家庭科の位置づけ

それでは,以上のような ｢新指導要領｣に示され
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表 2 平成20年版学習指導要領に示 された学校教育の理念 と家庭科の位置づけ

(第 ュ条)教育は,人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を
備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない｡

(第 2条)教育は,そV)目的を実現するため,学問の自由を尊重しつつ,次に掲げる目標を達成する

よう11-･わjtるものとする｡

1.幅 広 い知識と教養を身に付け,心理を求める態度を養い,豊かな情操と道徳心を培うとともに

健や か な 身 体 を 養 う こと｡

2.個人の価値を尊重して,その能力を伸ばし,創造性を培い,自主及び日経の精神を養うとともに,

職業及び生活との関連を重視し,勤労を重んずる態度を養うこと｡

3.正義と責任,男女の平等,自他の敬愛と協力を重んずるとともに,公兵の精神に基づき,主体的

に社会の形成に参画し,その発展に寄与する態度を養うこと｡

4.生命を尊び,自然を大切にし,環境の保全に寄与する態度を養うことり

5.伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに,他国を尊重し,

同際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと｡

(第21粂)義務境域として行われる普通教育は,教育基本法 (平成18年法律第120号)第5粂第2項に

規定する目的を実現するため,次に掲げる目標を達成するように行われるものである｡

1.学校内外における社会的活動を促進し,自主,自律及び協同の精神,規範意識,公正な判断力並

びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し,その発展に寄与する態度を養うこと｡

2.学校内外における自然体験活動を促進し,生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与

する態度を養うこと｡

3.我が国と郷土の現状と歴史について,正しい理解に導き,伝統と文化を尊重し,それらをはぐく

んできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに,進んで外国の文化の理解を通じて,他国を尊

壷し,国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと｡

4,家族と家庭の役割,生活に必要な衣,食,住,情報,産業その他の事項について基礎的な理解と

才朋巨を養うこと｡

5.読書に親しませ,生活に必要な国語を正しく理解し,使用する基礎的な能力を養うこと0

6.生活に必要な数量的な関係を正しく理解し,処理する基礎的な能力を養うこと｡

7.生活にかかわる自然現象について,観察及び実験を通じて,科学的に理解し,処群する基礎的な

能力を適うこと｡

8.健康,安全で幸福なせ1.TTのために必要な習慣を養うとともに,運動を通じて体ノJを適い,心身o)

調和的発達を周ること,,

9.生活を明るく豊かにする音楽,美術,文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと｡

10.職業についての基礎的な知識と技能,勤労を重んずる態度及び個性に止こじて将来の進路を選択すl

る能力を養うこと｡ l

〔生きる力〕

(自立的に生きるために必要とされる力)

確かな学力 豊かな人間性 健やかな体

○基礎的 .鹿本的な知識 .技能 ○道徳的価値 ○健康の保持増進
･知識技能の体験的な理解と実生活へ ･自分自身に関すること ○たくましい心身
の活用を塵視 ･他者とのかかわり

･概念や原坤 .法則の理解を深め,知識 . ･集団や社会とのかかわり
技能の体系化 .活用を塵祝 ･自然や崇高なものとのかわり

家 庭 科

た学校教育 において,家庭科 は どう位置づ け られ, 1.平成 20年版学習指導要領 にお ける家庭科 の位

どの ような学習指導要領の改訂が行 われたのだろう 置づ け

か｡ ｢新指導要領｣ において家庭科 は,従前通 り,小

学校 ｢家庭｣,中学校 ｢技術 ･家庭｣の名称 で ｢教
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科｣として教育課程に位置づけちれた｡学習時間は,

平成10年版学習指導要領と同様に,小学校第 5学

年60単位時間,第 6学年55単位時間,中学校第

1･2学年70単位時間,第 3学年35単位時間が配

当された｡ 23)

2.新学習指導要領家庭科の目指すものと改善の具

体的事項

以上の位置づけを受け,小学校 ｢家庭｣,中学校

｢技術 ･家庭 (家庭分野)｣の学習指導要領の改訂が

行われた｡

それに際し,文部科学省初等中等教育局教育課程

教科調査官岡陽子氏は,家庭科の目指すものを次の

ように述べている｡

家庭科教育においては,以上の社会の変化に対応 し

つつ,その根底を貫 く 『人が家族や他者,自然と関わ

りながらよりよく生活する』という普遍的な価値を基

盤 ヒして,社会において自立的に生きる基礎を培う教

科として,その充実を目指していきたいoll4'

さらに,これを達成するために,｢■自己と家庭,

家庭と社会とのつながりを重視し,生涯の見通しを

もって,よりより生活を送るための能力と実践的な

態度を育成する視点から,子どもたちの発達の段階

を踏まえ,学校段階に応じた体系的な目標や内容に

改善を図る｣という基本方針のもと,学習指導要領

の改訂を行ったとして,｢改善の具体的事項｣を次

の2項目に分けて解説している｡

(1)内容構成一小中とも4つの内容に構成-

(2)社会の変化への対応

ア 家族 ･家庭に関する教育の充実

イ 食管の推進

り 社会において主体的に生きる消費者を育む視点

の重視

工 生活文化の継承と発展の視点の重視125'

3.学校教育における家庭科の位置づけ

以上を表 2に示した ｢新 しい学校教育の理念Jに

重ねてみると,家庭科は ｢生きる力]の中の I確か

な学力｣よりも,｢豊かな人間性｣ ｢健やかな体｣を

は･ぐくむための教科として,学習指導要領の具体的

な改善がなされたと考えることができる｡

これは,先の ｢中教審答申｣で示された ｢子ども

たちの現状と課題｣から捉えなおすと,｢学力 ]と

相関関係にあった ｢基本的な生活習慣の確立｣や,

自分-の自信や自らの将来についての関心 ･体力 ･

人間関係の形成に家庭科が携わることを意味してい

る｡したがって,もし,未履修などの問題で子ども

が家庭科を学ぶ権利を奪われた場合,確かな学力の

育成と人間として社会において自立的に生きる力の

育成も保証されないことになる｡家庭科は ｢受験に

関係ないか ら学ばなくてもよい教科｣ではなく,

｢受験の学力を伸ばすためにも,また,人間として

自立していくためにも学ばなければならない教科｣

として学校教育に位置づけられたと言えるのではな

いだろうか｡

〟.平成20年版学習指導要領に示された家庭科の

目標 ･内容と問題点

それでは,以上の学校教育における位置づけを受

けて,平成20年版学習指導要領では,どのような

目標を設定し,内容を編成したのだろうかOそして,

それは,学校教育における家庭科の役割を達成でき

るものになり得ているのだろうか｡

｢教科｣としての家庭科の ｢ねらい ･原理｣から,

考えてみたい｡

1.教科の ｢ねらい ･原理｣

学校教育にしか存在 しない教科は,各教科が依拠

する固有の ｢科学 ･学問を基盤とする法則 ･理論の

系統的な学習｣を原理として,その教科でしか達成

できない ｢科学的認識の形成｣をねらいとするとこ

ろに,教科 としての独 自性 ･存在価値が求められ

るL)

2.教科としての家庭科のねらい ･原理

以上の考え方に立脚して,教科としての家庭科の

ねらい ･原理から,家庭科の目標 ･内容を捉えてみ

よう｡

(1)家政学における ｢(家庭)生活の営み｣の定

義

周知のように,家庭科の固有の学問領域となるの

は,家政学である｡

家政学では,人間の ｢(家庭)生活｣を研究対象

とするが,その ｢(家庭)生活とその営み｣の捉え

方は,家政学者松島千代野氏によって,次のように

説明されているQ

私は,生活とは,人間とその環境との関係にある側

面 (家庭の生産性)と,家庭生活を形成する人間と人

間の相互に影響 しあう,感情あるいは情緒の側面 (家

族の統一性)に二つの過程を経て,一定の行動様式を

形成する謂活動である,というようにエコロジカルに
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(家庭)生活 をとらえている｡ も ちろん, どの所説 もそ

れを暗示 していない ものはないが,私 は特 に人 と環境

の相互作用,相 吐依存の原理 を表面に打 ち出 したい0 26'

さらに,｢生活のエコロジカルなとらえ方｣に関

しては,｢人と環境,人と物,人と人との生態学的

三作用｣27)として定義している｡

これから,図 1に示すように,家政学において

｢(家庭)生活｣は,｢生活の主体者である人間と生

活するために必要な環境 (人 ･環境 (以下,｢狭義

の環境｣と称す)･物との相互作用により営まれる｣

と定義されることがわかる｡

人間が生活するために必要な環境の三側面である

｢人｣｢狭義の環境｣｢物｣の構成要素としては,そ

れぞれ,r家族,子ども (乳幼児)｣｢資源 (時間 ･

金銭等),住属｣｢被服,食物｣が必要であり,各構

成要素の構造等を解明するために,家政学の各研究

分野 ｢家族関係学,保育学｣｢家庭経営学.住居学｣

｢被服学,食物学｣が存在している.二,

(2)教科としての家庭科のねらい ･原理

以上の定義から,｢(家庭)生活｣を学習対象とし

て,学習者の ｢(家庭)生活をよりよく営む力の育

成｣を目指す家庭科のねらい ･原理を捉えると,図

1のようになるO

平成20年版学習指導要領

中学校家庭科の目標 ･内容

図 1 教科としての家庭科のねらい ･原理と平成20年版学習指導要領に示された
中学校家庭科の目標 ･内容
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表 3 平成20年度版学習指導要領に示された中学校家庭科の内容編成

人 環 境 狗

A 家族 .家庭 と子 どもの成長 D 身近な消井生活 と環境 C 衣生活 .住生活 と自立 l B 食生活 と自立

目的 (1)自分の成長 と家族 (1)家庭生活 と消 畔 (2)住居の機能 とす まいJ) (1)食生所 と栄兼(2)家庭生活 と環境 人 える

内容 (2)家庭 と家族関係 (3)幼児の生活 と家族 (1)衣服の適訳 と手入れ (2)El'fit;食の献立 と食品の選び方

a 特赦 り . 食品の機水と札丑

切な選択

法 火の制作. 遊びの舌炎 (3)口端■食の調和 と地域の食文化坐
(3)衣Lk活､住生活などの1:夫

'ウ 幼児とのふれあい

り方の工夫

家庭科では,生活の主体者である ｢学習者｣が,

生活するために必要な ｢人 (家族,子とも (乳幼児)｣
｢狭義の環境 (資源 (時間 ･金銭等),住居｣｢物

(被服,食物)｣の三側面から成る l環境｣に主体的

に働 きかけ,相互作用 した時,初めて ｢(家庭)坐

活を営む｣ことを,捉えることができる｡

したがって,家庭科では,家政学の各研究分野で

解明された ｢法則 ･理論の系統的な学習｣を ｢領域｣

として学習内容を編成 し,その学習を通 して,学習

者に ｢自分と環境とのかかわり｣,すなわち ｢なぜ,

自分は環境とかかわって生活 していかなければなら

ないのか｣を探求させることを原理とし,｢(家庭)

生活に関する科学的認識を形成することiをねらい

として達成することによって,現在および将来にわ

たって,｢(家庭)生活｣を営む力を育成 し,それを

通 して学校教育の目的である学習者の ｢人格形成J
を行っていくことが,他教科には代替できない教科

としての家庭科の独 自の役割 となる｡

3.平成20年版学習指導要領に示 された家庭科の

目標 ･内容と問題点

それでは,｢新指導要領｣では,どのような家庭

科の目標 ･内容が示されたのだろうか｡本報では,

義務教育の最終段階である中学校 ｢技術 ･家庭 (莱

庭分野)｣(以下,｢中学校家庭科｣ と称す)を対象

に考察を行ってみたいO

(1)中学校家庭科の目標 2円)

｢新指導要領｣に示された中学校家庭科の目標は,

図 1に示すように構造化 して捉えることができる｡

これをみると,中学校家庭科の目標は,中間目標

に教科のねらいとしての l科学的概念｣を示す ｢理

解｣ 目標の習得を通 して,上位 目標で,教科学習で

唯 一形成することができる ｢人格｣に相当する ｢態

度｣形成を目指そうとしていることがわかる二

(2)中学校家庭科の内容29)

この教科 としての家庭科の目標を達成するための

内容は,Lx11に示すように,｢A 家族 ･家庭 と子

どもの成長｣｢B 食生活と自立｣｢C 衣生活 ･住

生活と自立｣rD 身近な消費生活と環境｣の 4つ

の内容で組織されている｡

この 4つの内容を,｢(家庭)生活の営み｣の定

義 ･家政学の各研究分野 と対応させてみると,｢C
衣生活 ･住生活 と自立｣は,｢狭義の環境｣の構成

要素である ｢住居｣と ｢物｣の構成要素である ｢被

服｣に関する内容が含まれている｡この内容編成の

し方では.｢被服学｣ と ｢住居学｣で解明された法

則 ･理論を系統的に組織することは論理的に困難で

ある｡
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表 4 家庭科の評価の観点及びその趣旨

生活や技術-の関心 . (趣 旨) 生活や技術について関心を持ち,生活を充実向上するために進んで実践しようとするo家庭分野 衣食住や家族の生活について関心を持ち,家庭生活をよりよくするために知識と技術を

意欲 .態度 進んで活用しようとする○

生活を工夫し創造する (趣 旨) 生活について見直し,課題を見つけ,その解決を目指して自分なりに工夫し創造する○家庭分野 衣食住の家族の生活について見直し,課題を見つけ,その解決をEI指して家庭生活をよ

能力 りよくするために工夫し創造する○

生活の技能 (趣 旨) 生活に必要な基礎的な技術を身につけている○

家庭分野 生活の自立に必要な衣食住や家族の生活に関する基礎的な技術を身につけている○

生活や技術についての知識 .理解 (趣 旨) 生活や技術に関する基礎的な事項や生活と技術とのかかわりについて理解し,知識を身

につけているo

家庭分野 家庭の基礎的な機能について理解し,生活の自立に必要な衣食住や家族の生活に関する

さらに,A-Dの具体的な内容を,｢(家庭)生活

の営み｣の定義から分類してみると,表 3になる｡

『学習指導要領解説』が未だ公刊されていないため,

詳細な内容を判断することはできないが,指導要領

に示された内容の記述で判断した限りにおいても,

｢A 家族 ･家庭と子どもの成長｣の保育学習に相

当する ｢子どもの成長｣と,｢C 衣生活 ･住生活

と自立｣の被服学習に相当する ｢衣生活の自立｣に

おいて, 11学習者と子ども (幼児)｣｢学習者と被服｣

がかかわる ｢目的｣に相当する内容が設定されてい

ない｡

(3)平成20年版学習指導要領に示された中学校家

庭科の問題点

以上を図1の ｢(家庭)生活の営み｣の定義から

捉えなおすと,｢新指導要領｣に示された中学校家

庭科の内容を学習しても,｢学習者とチビも (幼児)｣

｢学習者と被服｣がかかわる目的が欠落することに

なり,教科としての家庭科が育成すべき ｢(家庭)

生活を営む力｣は保証できないことになる｡さらに,

それは,学校教育の目的である学習者の ｢人間形成｣

を行っていくことができないという問題に繋がって

いくと考えられる｡

∨.教科としての目標を達成するための家庭科の課

題

1.学校教育における教科としての目標達成のため

の中学校家庭科の課題

これまで検討 してきたことか ら考えるならば,

｢新指導要領｣に示された中学校家庭科が,学校教

育において教科 としての役割を果たしていくため

に,解決していかなければならない課題が二つ存在

することになるO

第-は,欠落している保育学習 ･被服学習の目的

を学ぶ内容を開発していくことであるO

(幼児)｣｢学習者と被服｣とのかかわりを探求する

学習が,どのように学校教育の目的である学習者の

｢人格形成｣に寄与できるのかを客観的に明らかに

していくことである｡

本継続研究では,岡山大学教育学部附属中学校で

第一の課題を解決するために取 り組まれている保育

学習 ･被服学習の目的を学ぶための授業開発研究

｢FlollrBabyPrqjectJ｢外観 ･被服 ･私｣ 30-を踏襲

し,第二の課題解決に取 り組んでみたいO

2.家庭科における評価研究

それでは,これまで,中学校家庭科において,学

習評価はどのように行われてきたのだろうか｡

周知のように,平成10年版学習指導要領で し生

きる力]が学校教育において育成すべき学力として

設定されて以来,従来のペーパーテス トによる学習

評価だけではなく,子どもの ｢自ら学び,自ら考え

る力｣や ｢個性｣を評価するための観点別学習評価

の方法が求められるようになった｡

それに対応するため,平成14年 2月に国立教育

政策研究所教育課程センターから『評価基準の作成,

評価方法の工夫改善のための参考資料』 3日が公刊さ

れ,表 4与7)に示す中学校家庭科の4つの評価の観

点が示された｡これ以来,中学校家庭科では,この

4つの観点 ｢生活や技術-の関心 ･意欲 ･態度 ｣

｢生活を工夫 し創造する力｣｢生活の技能｣｢生活や

技術についての知識 ･理解｣に基づいた評価研究が

進められてきた｡

しかし,これら4つの観点の ｢趣旨｣をみる限り,

中学校家庭科の学習が,どのように子どもの ｢人格
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形成｣に結びつき,それをどう客観的に評価できる

のか,という観点を読みとることはできない0

3.家庭科学習の成果としての ｢人格形成｣評価の

必要性

それでは,どのようにすれば,家庭科学習の結果

として形成された ｢人格｣を客観的に評価すること

ができるのだろうか｡

本継続研究では,｢人格｣を研究する学問として

存在する ｢心理学｣に着 目した｡｢心理学｣では,

人の ｢心を測る｣方法として ｢心理測定尺度｣の開

発がなされ,その研究成果が蓄積されている｡本継

続研究の第 2報では,｢心理測定尺度｣の家庭科学

習評価への適用と ｢家族 ･保育学習｣の評価のため

の心理測定尺度の開発,第 3報では,｢被服学習｣

の評価のための心理測定尺度の適用について検討し

ていきたい｡
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